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新 旧 改訂理由 

1.1 施行基準  

1.1.1 目的  

4. 施行基準の対象は、以下の水道事業とする。 

岸和田水道事業 八尾水道事業 富田林水道事業 柏原水道事業 

高石水道事業 藤井寺水道事業 泉南水道事業 四條畷水道事業 

大阪狭山水道事業 阪南水道事業 豊能地域水道事業 忠岡水道事業 

熊取水道事業 田尻水道事業 岬水道事業 太子水道事業 

河南水道事業 千早赤阪水道事業   

 

1.1.2 給水装置の定義  

 

※修繕区分について 

給水条例第 23 条により、給水装置の使用者、所有者又は管理人（以下「使用者等」とい

う。）は、水の汚染や漏水が発生しないよう十分注意のうえ給水装置の維持管理をすることと

しており、修繕その他必要な処置に要する費用は、使用者等の負担としている。 

ただし、施行規程第 17 条（各水道事業に係る施行規程がある場合は、施行規程第 17 条

に相当する規定）により、配水管の分岐箇所からメーターまでの漏水等に係る修繕について

は、漏水による道路陥没等の 2 次災害を防止するため、企業団の負担により修繕を行うこと

ができることとしている。なお、管理義務を怠ったために生じた損害については、使用者等の

責任となる。 

1.1 施行基準  

1.1.1 目的  

4. 施行基準の対象は、以下の水道事業とする。 

藤井寺水道事業 泉南水道事業 四條畷水道事業 大阪狭山水道事業 

阪南水道事業 豊能地域水道事業 忠岡水道事業 熊取水道事業 

田尻水道事業 岬水道事業 太子水道事業 河南水道事業 

千早赤阪水道事業 

 

 

1.1.2 給水装置の定義  

 

※修繕区分について 

給水条例第 23 条により、給水装置の使用者、所有者又は管理人（以下「使用者等」とい

う。）は、水の汚染や漏水が発生しないよう十分注意のうえ給水装置の維持管理をすることと

しており、修繕その他必要な処置に要する費用は、使用者等の負担としている。 

ただし、施行規程第17条により、配水管の分岐箇所からメーターまでの漏水等に係る修繕につ

いては、漏水による道路陥没等の2次災害を防止するため、企業団の負担により修繕を行うこと

ができることとしている。なお、管理義務を怠ったために生じた損害については、使用者等の責

任となる。 

令和８年 10 月適用５水道事
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新 旧 改訂理由 

3.2 申請場所  

表 3－1 提出先  

センター名 所在地 ＴＥＬ 

岸和田水道センター 
岸和田市本町６番１号 

（岸和田市役所別館１階内） 
072-423-9601（直通） 

八尾水道センター 八尾市光南町一丁目４番30号 072-923-6308（直通） 

富田林水道センター 
富田林市常盤町１番１号 

（富田林市役所地下） 
0721-23-5400（直通） 

柏原水道センター 
柏原市安堂町１番55号 

（柏原市役所別館１階） 
072-972-1606（直通） 

高石水道センター 
高石市加茂四丁目１番１号 

（高石市役所内） 
072-275-6426（直通） 

藤井寺水道センター 
藤井寺市岡一丁目１番１号 

（藤井寺市役所内） 
072-939-1324(直通) 

泉南地域水道センター 

（泉南市域、阪南市域、 

田尻町域及び岬町域） 

泉南市樽井737番地 072-482-6551（直通） 

四條畷水道センター 四條畷市中野本町１番44号 072-876-7402（直通） 

大阪狭山水道センター 
大阪狭山市狭山一丁目2384番地の１ 

（大阪狭山市役所内） 
072-349-9413（直通） 

豊能地域水道センター 

（豊能町域及び能勢町域） 
豊能町東ときわ台一丁目２番地の３ 072-738-3311（直通） 

忠岡水道センター 
忠岡町忠岡東一丁目34番１号 

（忠岡町役場内） 
0725-22-1122（代表） 

熊取水道センター 熊取町希望が丘二丁目15番４号 072-452-0357（直通） 

南河内地域水道センター 

（太子町域、河南町域 

及び千早赤阪村域） 

太子町大字太子353番地の１ 0721-98-5536（直通） 

 

3.2 申請場所  

表 3－1 提出先  

センター名 所在地 ＴＥＬ 

藤井寺水道センター 
藤井寺市岡一丁目１番１号 

（藤井寺市役所内） 
072-939-1324(直通) 

泉南地域水道センター 

（泉南市域、阪南市域、 

田尻町域及び岬町域） 

泉南市樽井737番地 072-482-6551（直通） 

四條畷水道センター 四條畷市中野本町１番44号 072-876-7402（直通） 

大阪狭山水道センター 
大阪狭山市狭山一丁目2384番地の１ 

（大阪狭山市役所内） 
072-349-9413（直通） 

豊能地域水道センター 

（豊能町域及び能勢町域） 
豊能町東ときわ台一丁目２番地の３ 072-738-3311（直通） 

忠岡水道センター 
忠岡町忠岡東一丁目34番１号 

（忠岡町役場内） 
0725-22-1122（代表） 

熊取水道センター 熊取町希望が丘二丁目15番４号 072-452-0357（直通） 

南河内地域水道センター 

（太子町域、河南町域 

及び千早赤阪村域） 

太子町大字太子353番地の１ 0721-98-5536（直通） 

 

令和８年 10 月適用５水道事

業に係る対応  
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新 旧 改訂理由 

3.3 事務手続き 

２．条例第10条第１項ただし書の企業長が定める工事は、修繕工事とする。（施行規程第５条第２項※） 

※各水道事業に係る施行規程がある場合は、施行規程第５条第２項に相当する規定 

 

<解説> 

 

４．加入金・手数料等 

(２)設計審査手数料及び工事検査手数料 

表 3-4 その他費用  

 

 
 

 

 

3.3 事務手続き 

２．条例第10条第１項ただし書の企業長が定める工事は、修繕工事とする。（施行規程第５条第２項） 

 

 

<解説> 

 

４．加入金・手数料等 

(２)設計審査手数料及び工事検査手数料 

表 3-4 その他費用  
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新 旧 改訂理由 

4.5 給水管の口径決定 

4.5.1 基本事項 

〈解説〉 

3．メーターの口径 

(１)メーターの型式 

 

表４-13 メーターの型式 

 

 

 

5.4 メーター設置基準 

5.4.2 メーターの設置 

〈解説〉 

3． 水道センターのメーター設置方法 

表5-3 メーターの設置方法 

 

4.5 給水管の口径決定 

4.5.1 基本事項 

〈解説〉 

3．メーターの口径 

(２)メーター口径の決定 

 

表４-13 メーターの型式 

 

 

 

5.4 メーター設置基準 

5.4.2 メーターの設置 

〈解説〉 

3． 水道センターのメーター設置方法 

表5-3 メーターの設置方法 
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Ａ 単箱式接線流羽車式（ネジ式） Ｂ 複箱式接線流羽車式（ネジ式） Ｃ 縦形軸流羽根車式（ネジ式）

Ｄ 電子式縦形軸流羽根車式（ネジ式） Ｅ 縦形軸流羽根車式（フランジ式） Ｆ 電子式縦形軸流羽根車式（フランジ式）

Ｇ 電磁式 ― 協議 × 不可
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田
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太
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河
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千
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各戸公設メーター ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

親メーター ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

各戸公設メーター（地付け） ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

親メーター（各戸私設メーター） ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

親メーター（各戸公設メーター） ● ● ● ● ● ●

親メーター（各戸私設メーター） ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

親メーター（各戸公設メーター） ● ● ● ● ● ● ●

親メーター（各戸私設メーター） ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
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Ａ 単箱式接線流羽車式（ネジ式） Ｂ 複箱式接線流羽車式（ネジ式） Ｃ 縦形軸流羽根車式（ネジ式）

Ｄ 電子式縦形軸流羽根車式（ネジ式） Ｅ 縦形軸流羽根車式（フランジ式） Ｆ 電子式縦形軸流羽根車式（フランジ式）

Ｇ 電磁式 ― 協議 × 不可
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各戸公設メーター ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

親メーター ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

各戸公設メーター（地付け） ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

親メーター（各戸私設メーター） ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

親メーター（各戸公設メーター） ● ● ● ●
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親メーター（各戸公設メーター） ● ● ● ● ●
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